
                        平成29年3月 

介護予防・日常生活支援総合事業資料 

 

介護予防・日常生活支援  

総合事業の実施について 
 
 

  

 宝達志水町健康福祉課  
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＜町の現状と今後の課題＞ 
                                                                                       

団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年（２０２５年）には、単身高齢者世帯や高齢者夫婦 
のみ世帯、要介護・要支援認定者の増加が予想されます。 

 そこで、国は介護保険制度を改正し「地域包括ケアシステムの構築」と「費用負担の公平化」
の実現を、各自治体に義務づけました。 

平成37年には、介護認
定者が約1,4００人にな
ると予想。 
介護施設等（約350)を 
増やす計画は現在なく
在宅介護が必須！ 



 

3 

宝達志水町地域包括ケアシステムの構築 
 

  

平成３７年度を目途に、重篤な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること
ができるよう、医療・介護・予防住まい・生活支援が包括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築が必要。 

志雄病院
開 業 医 

地域包括支援 
センター 

自助：セルフケア・市場サービス

互助：ボランティア・生きがい就業 

共助：社会保障・介護保険等 

公助：福祉・生活保障・権利擁護 

区・民生委員・社協・老人クラブ・シルバー・健康づくり・食改・ＮＰＯ・商工会等 

医 療 ・ 介 護 
連携コーディネーター 配置 

生活支援コーディネーター配置 

認知症支援 
推進員配置 



地域包括ケアシステム構築に向けた介護予防・生活支援の充実  

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング資料より 
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２９年度から生活支援サポーター養成講座を
開催・担い手を育成し、介護事業者に紹介 

介護人材が不足 

３７、７万人不足 



支え合いによる地域包括ケアシステムの構築について 
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【第２条】（介護保険） 

   介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要 

   な保険給付を行うものとする。 

   ４ 第１項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態と 

    なった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する 

    能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されな 

    ければならない。 

【第４条】（国民の努力及び義務） 
     国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って 

   生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに 

   要介護状態になった場合においても、進んでリハビリテーションその他 

   の適切な保健医療サービスおよび福祉サービスを利用することにより 

   その有する能力の維持向上に努めるものとする。 

介護保険法の基本理念 
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【実施目的】 
・高齢者が可能な限り、住み慣れた居宅又は地域で住み 
  続け、能力に応じ自立した日常生活を営むことができる。 
・高齢者が、要支援・要介護状態になることをできるだけ予 
 防するとと もに、要介護状態になった場合においても、 
  その有する能力の維持・向上に努めることができる。 
 

【基本的考え方】 
 １、介護予防の推進・強化（健康づくりと介護予防） 

 ２、介護予防ケアマネジメント（自立を支援） 

 ３、多様な生活支援の整備（社会参加と地域の支え合い体制づくり） 

 

町が実施する新しい総合事業指針 
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• 介護保険法（全国一律）で内容が決まっていた要支援者の 

  訪問介護（ヘルパーの介護）・通所介護（デイサービス）は 

  総合事業として町が効果的・効率的に事業実施。 

   ⇒・現行相当サービスから実施し、多様なサービスを段階的に 

     進め、円滑かつ影響の少ない移行（29年度末に完全移行） 

     ・他のサービス（訪問看護・レンタル・短期入所等）は利用可 

     ・地域包括が必要なサービスの利用をアセスメント 
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新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（総合事業）の概要  

○総合事業のみ利用する場合は、要介護認定等を省略して 
  迅速にサービスを紹介（基本チェックリストで判断） 
○多様なサービスを使うことで、高齢者の選択肢が増え、 
  担い手となる高齢者主体の活動も広がる。 

   地域包括ケアシステムの構築につながる！ 



 
 

【財源構成】 
 

国 25% 
 

都道府県  
 12.5% 
 

市町村  
 12.5% 
 

1号保険料  
 22% 
 

2号保険料  
 28% 

 

 
 

【財源構成】 
 

国 39.0% 
 

都道府県  
 19.5% 
 

市町村   
 19.5% 
 

1号保険料   
 22% 

 

  予防給付 

 （要支援1～２） 

介護予防事業 
又は介護予防・日常生活支援総合事業 

○ 二次予防事業 
○ 一次予防事業 

介護予防・日常生活支援総合事業の場合 
は、上記の他、生活支援サービスを含む 
要支援者向け事業、介護予防支援事業。 

包括的支援事業 

○地域包括支援センターの運営 
  ・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援 

   業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業 
（要支援1～２、それ以外の者） 

○ 介護予防・生活支援サービス事業 

  ・訪問型サービス 
  ・通所型サービス 
  ・生活支援サービス（配食等） 
  ・介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

○ 一般介護予防事業 

包括的支援事業  

○ 地域包括支援センターの運営 
（左記に加え、地域ケア会議の充実） 

○ 在宅医療・介護連携推進事業 

○ 認知症施策推進事業 

 （認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等） 

○ 生活支援体制整備事業 
（コーディネーターの配置、協議体の設置等） 

予防給付（要支援1～２） 

充
実 

事業に移行 

訪問看護、福祉用具等 

訪問介護、通所介護 

多
様
化 

任意事業 
○ 介護給付費適正化事業 
○ 家族介護支援事業 
○ その他の事業 

地
域
支
援
事
業 

地
域
支
援
事
業 

  介護給付 （要介護1～５）  介護給付（要介護1～５） 

＜改正前＞ ＜改正後＞ 介護保険制度 

全市町村で
実施 

地域支援事業の全体像 

改正前と同様 
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介護予防給付 

（要支援１・２の方） 
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通所介護 

訪問介護 

介護予防・ 
日常生活支援 
総合事業へ移行 

介護予防給付のサービスの一部が移行 

  ２９年３月までに要支援認定を受けた方は、更新の要支援認定で段階的に移行 
  ４月１日からの要支援認定を受けた方 ・基本チェックリストで事業対象者と判断された方は 

                                                迅速に事業実施 



65歳以上の高齢者 

総合事業利用の流れ 
 

 

要支援者 事業対象者 

地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメントを実施 

訪問看護、福祉用具等 

介護予防・生活支援サービス事業 
（訪問型サービス・通所型サービス等） 

一般介護予防事業 （介護予防教室、通いの場等） 

介護予防給付 

総合事業 

要支援認定 基本チェックリスト等で判断 



総合事業の対象者 
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総合事業の対象者 

・平成２９年４月以降に、新規・区分変更・更新により要支援認定を受けた方 
（認定有効期間の開始が平成２９年４月以降の要支援者） 
 
・平成２９年４月以降に、基本チェックリストにより事業対象者（要支援相当の方）と判定された方 

 
 
 
移行時のポイント 

・平成２９年４月より前に要支援認定を受けた方は、更新までは従前の予防給付（介護予防訪問
介護・介護予防通所介護）としてサービスを利用する。 
 

・平成２９年４月以降に認定更新等により要支援認定を受けた方が、訪問介護・通所介護を利用
する場合のサービスは総合事業になる。 

 



   平成29年度 平成30年度 

①認定有効期限 
  H29.3末 

②認定有効期限 
 H29.4末 

③認定有効期限  
 H30.3末 

 

④新規要支援 

 

⑤認定更新で 
要介護⇒要支援 

 

総合事業 

総合事業 

総合事業 

総合事業 

予防給付 

予防給付 

予防給付 

5月1日 

4月1日 
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総合事業移行時期の考え方 

総合事業 

4月1日 



 総合事業の対象者について 
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申請区分等 

現行 

原則の認定 
有効期間 

設定可能な認定 
有効期間の範囲 

新規申請 ６か月 ３か月～１２か月 

区分変更申請 ６か月 ３か月～１２か月 

更
新
申
請 

前回要支援⇒今回要支援 １２か月 ３か月～１２か月 

前回要支援⇒今回要介護 ６か月 ３か月～１２か月 

前回要介護⇒今回要支援 ６か月 ３か月～１２か月 

前回要介護⇒今回要介護 １２か月 ３か月～２４か月 

平成２９年４月～ 

原則の認定 
有効期間 

設定可能な認定 
有効期間の範囲 

６か月 ３か月～１２か月 

６か月 ３か月～１２か月 

１２か月 ３か月～２４か月 

１２か月 ３か月～２４か月 

１２か月 ３か月～２４か月 

１２か月 ３か月～２４か月 

認定有効期間の延長 



今後検討 来年度より実施予定 

介護予防・生活支援サービス事業 

15 



 訪問型サービス （内容） 

種別 
①介護予防訪問介護 ②訪問型サービスA  ②訪問型サービスB ③訪問型サービスＣ 

現行相当サービス 基準緩和サービス 住民主体による支援 短期集中予防サービス 

サービス内容 身体介護＋生活援助 生活援助のみ 
住民主体（有償ボランティア団
体、ＮＰＯ等含む）の自主活動
として行う生活援助 

保健・医療の専門職等による居
宅での相談指導等 
（３ヵ月～６ヵ月） 

対象者とサー
ビス提供のあ

り方 

要支援１・２、事業対象者 
 
・現在サービスを利用していて、
サービスの利用の継続が必要な
ケース 
・訪問介護員による専門的な
サービスが必要なケース 
・入浴介助などの身体介護を必
要とするケース 
・認知症や精神疾患の症状があ
る 
・退院直後で状態が変化しやす
い 
 

要支援１・２、事業対象者 
 
・専門的なサービスを必要とし
ない比較的軽度な利用者のケー
スを想定 

要支援１・２、事業対象者 
 
・専門的なサービスを必要とし
ない比較的軽度な利用者のケー
スを想定 
 

要支援１・２、事業対象者 
 
・体力の改善に向けた支援が必
要なケース 
・ADL/IADLの改善に向けた支援
が必要なケース 

実施方法 事業所指定 事業所指定 
 

委託／補助 
 

委託 
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訪問型サービス（人員基準） 

①  訪問介護と現行の介護予防訪問介護相当
サービスと一体的に実施（現行の基準と同様） 

② ①と緩和した基準による 
サービス（訪問型Ａ）と一体的に実施 

③緩和した基準によるサービス（訪問型Ａ） 

現行相当サービス対象者と要介護者を合わせ
た数で介護給付の基準を満たす。 
 

サービス提供責任者、訪問介護員は要介護者と
現行相当サービス対象者を合わせた数で介護給
付の基準を満たし、訪問事業責任者、従事者は訪
問型Ａの対象者。 

緩和した基準によるサービスを単独で実
施。 

○管理者    ・常勤専従１以上 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の
他事業所等の職務に従事可能 

○管理者    ・常勤専従１以上 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他
事業所等の職務に従事可能 

○管理者    ・専従１以上（非常勤可） 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地
内の他事業所等の職務に従事可能 

○サービス提供責任者 

・訪問介護員等のうち利用者４０人ごとに１
人（常勤専従１以上） 
 
・介護福祉士、介護職員初任者研修修了者
（介護職員実務者研修修了者、介護職員基礎
研修修了者、ヘルパー１級修了者を含む）、
看護師、准看護師、保健師のいずれかの資格
取得者 
 
 

○サービス提供責任者 

 ・基準 左に同じ 
 ・訪問事業責任者との兼務が可能 
 
○訪問事業責任者 

・従事者等のうち１以上 必要数（支障がなけれ
ば他の職務との兼務可） 
・左記サービス提供責任者と同様、又はヘル
パー２級修了者のいずれかの資格取得者、もし
くは町が指定する研修修了者  ※1 

 
 
 
 
○訪問事業責任者 

 ・基準 左に同じ 
 

○訪問介護員（有資格者に限る） 
 

・常勤換算２．５以上 
・上記サービス提供責任者と同様、又はヘル
パー２級修了者のいずれかの資格取得者 
 
 
 

○訪問介護員 

・基準 左に同じ 
・訪問型Ａ対象者への従事も可（常勤換算 
２．５人に含まれる） 
 

○従事者（訪問型Ａ対象者のみに従事） 
・必要数 

・上記訪問事業責任者又は町が指定する研修修了
者   ※1 
常勤換算２．５人には含まれない 
 

 
 
 
 
 
○従事者 

・基準 左に同じ 

17 
※1 町が指定する研修については、平成29年度町主催により開催予定 



訪問型サービス （人員配置の例） 
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○給付と総合事業を一体的に実施する場合 

サービス提供責任者 

・給付のサービス及び総合事業の現行相当の利用者数を合わせて、４０人につき１人以上 
 
・訪問型Ａについては、訪問事業責任者を１人以上必要数 
 
   ※給付の基準に抵触しない範囲で給付・現行相当と、訪問型Ａを兼ねることは可 

給付＋現行相当   
４０人 

サービス提供責任者１人以上 

サービス提供責任者１人以上     ※サービス提供責任者が、訪問事業責任者を兼ねる 

＜配置例１＞利用者９０人の場合   
            
          ※90人全員が現行相当の場合は、サービス提供責任者を3人配置（40人につき1人以上の場合） 

訪問型Ａ  
５０人 

A型 訪問事業責任者１人以上必要数 

＜配置例２＞利用者４０人の場合   
            
           給付＋現行相当   

３０人 
訪問型Ａ 
 １０人 



訪問型サービス（運営基準等） 

①  訪問介護と現行の介護予防訪問介護相当
サービスと一体的に実施（現行の基準と同様） 

② ①と緩和した基準による 
サービス（訪問型Ａ）と一体的に実施 

③緩和した基準によるサービス（訪問型Ａ） 

○サービス提供時間 

・ケアプラン、訪問介護計画に位置付けられた
時間 
 

○サービス提供時間 

・同左 
 

○サービス提供時間 

・ケアマネジメントにより位置づけられた時間 
 

○運営 

①個別サービス計画の作成 
②運営規定等の説明と同意 
③提供拒否の禁止 
④訪問介護員等の清潔の保持と健康状態の管
理 
⑤秘密保持 
⑥事故発生時の対応 
⑦廃止、休止の届出と便宜の提供 

○運営 

・同左 

○運営 
①必要に応じて個別サービス計画の作成 

②同左 
③同左 
④従事者の清潔の保持と健康状態の管理 
 
⑤同左 
⑥同左 
⑦同左 
 

○利用者負担 

・１割負担（一定以上の所得者は２割負担） 

○利用者負担 

・同左 

○利用者負担 

・同左 

○限度額管理 

・支給限度額管理の対象 

○限度額管理 

・同左 
 

○限度額管理 

・同左 
 

○給付費支払 

・給付費の審査、支払は国保連 

○給付費支払 

・同左 
 

○給付費支払 

・同左 
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 訪問型サービス（単価） 

種別 
介護予防訪問介護 訪問型サービスA  

現行相当サービス 基準緩和サービス 

単価 

(月額包括報酬） 
現行相当サービス（Ⅰ） 
※週１回程度利用 
 
現行相当サービス（Ⅱ） 
※週２回程度利用 
 
現行相当サービス（Ⅲ） 
※（Ⅱ）を超える回数利用 
※（Ⅲ）は事業対象者又は要支援２
のみ利用可 
 

 
 1,168単位／月 
 
 
 2,335単位／月 
 
 
 3,704単位／月 
 
 

（出来高報酬） 
訪問型サービスＡ（Ⅰ） 
※週１回程度利用…月5回まで 
 
訪問型サービスＡ（Ⅱ） 
※週２回程度利用…月10回まで 
 
訪問型サービスＡ（Ⅲ）…月15回まで 
※（Ⅱ）を超える回数利用 
※（Ⅲ）は事業対象者又は要支援２の
み利用可 
 

 225単位／回 

加算 
減算 

初回加算 
 
生活機能向上連携加算 
 
介護職員処遇改善加算 
 
同一建物減算 
 
サービス提供責任者が初任者研修修
了者 
 

 200単位／月 
 
 100単位／月 
 
 単位数×一定割合 
 
 所定単位数の100分の90に減算 
 
 所定単位数の100分の70に減算 
 

初回加算 
 
生活機能向上連携加算 
 
介護職員処遇改善加算 
 
同一建物減算 
 
サービス提供責任者が初任者研修修了
者 
 

 同左 
 
 同左 
 
 同左 
 
 同左 
 
 減算なし 

１単位当
たり単価 

 １単位＝１０円 同左 20 



通所型サービス（内容）  

種別 

①介護予防通所介護 ②通所型サービスA  ③通所型サービスC 

現行相当サービス 基準緩和サービス 短期集中予防サービス 

サービス内容 
身体介護（食事・服薬・入浴介助等）、 
生活機能向上のための機能訓練、レク
リエーション等 

生活機能訓練（歩行、食事）、運動、レクリ
エーション等  
※入浴なし 

通所による運動器機能向上プログラム 
（３ヵ月～６ヵ月） 
 

対象者とサー
ビス提供のあ

り方 

要支援１・２、事業対象者 
 
 
・現在サービスを利用していて、サー
ビスの利用の継続が必要なケース 
・入浴介助等の身体介護が必要 
・認知症や精神疾患の症状がある 
 
 
 

要支援１・２、事業対象者 
 
 
・入浴介助等を必要としない比較的軽度な利
用者のケースを想定 

要支援１・２、事業対象者 
 
 
・新規で通所型サービスを利用する者（介護
予防通所介護相当サービスを除く） 
・短期集中の運動器機能向上訓練を行うこと
で状態改善が見込める者 
 

実施方法 事業所指定 事業所指定 委託 

21 



通所型サービス （人員基準） 

①通所介護と現行の介護予防通所介護相当の 
サービスと一体的に実施（現行の基準と同様） 

② ①と緩和した基準による 
サービス（通所型Ａ）と一体的に実施 

③緩和した基準によるサービス（通所型Ａ） 

介護職員について、現行相当サービス対象
者と要介護者を合わせた数で介護給付の基
準を満たす。 

介護職員について、現行相当サービス対象者と
要介護者を合わせた数で介護給付の基準を満た
し、通所型Ａ対象者には必要数。 
 

部屋や建物を分けて単独で実施する場合。 

○管理者    ・常勤専従１人 
 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内
の他事業所等の職務に従事可能 

○管理者     ・常勤専従１人 
 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他
事業所等の職務に従事可能 

○管理者     ・専従１人（非常勤可） 
 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地
内の他事業所等の職務に従事可能 

○生活相談員 

・専従１以上 

○生活相談員 
・専従１以上         

－         

○看護職員 

・専従１以上 

○看護職員 

・専従１以上 
－    

○介護職員 

・利用者１５人まで 専従１以上 
（利用者１５人を超えると、利用者１人に
専従０．２以上） 
 
※生活相談員又は介護職員のうち１人は常
勤 

○介護職員 

・要介護者、現行相当サービス対象者への人員
配置は左に同じ 
・通所型Ａの利用者には、①の基準に抵触しな
い範囲で、Ａ型利用者の数に応じて必要数 
 
○従事者 

・通所型Ａ対象者に従事 
・利用者１５人まで専従１以上（１５人を超えると、必
要数） 
   
※従事者については常勤要件なし 

※生活相談員又は介護職員のうち１人は常勤 
 

 
 
 
 
 
 
○従事者 
・基準 左に同じ （常勤要件なし） 
 
 
 
※従事者については常勤要件なし 
 

○機能訓練指導員    

・１以上（兼務可） 
 

○機能訓練指導員    

・１以上（兼務可） 
                     

－ 22 



通所型サービス （人員配置の例） 

23 

○給付と総合事業を一体的に実施する場合 

（１）給付のサービスと総合事業のサービス（現行相当）を一体的に実施する場合 

＜例＞給付の利用者20人、現行相当の利用者10人の場合 

給付＋現行相当  ３０人 

（２）給付のサービスと総合事業のサービス（現行相当、通所型Ａ）を一体的に実施する場合 

＜例①＞給付または現行相当の利用者20人、通所型Ａの利用者10人の場合 

給付または現行相当  ２０人 通所型Ａ  １０人 

介護職員 ４人以上 

＜例②＞給付または現行相当の利用者10人、通所型Ａの利用者20人の場合 

給付または現行相当  １０人 通所型Ａ ５人 通所型Ａ  １５人 

介護職員 １人以上 Ａ型従事者 １人以上 

＜例③＞給付または現行相当の利用者8人、通所型Ａの利用者7人の場合 

給付または現行相当  ８人 通所型Ａ ７人 

介護職員 １人以上 

介護職員 ２人以上 Ａ型従事者 １人以上 



通所型サービス（運営基準等） 
①通所介護と現行の介護予防通所介護相当の 
サービスと一体的に実施（現行の基準と同様） 

② ①と緩和した基準による 
サービス（通所型Ａ）と一体的に実施 

③緩和した基準によるサービス（通所型Ａ） 

○設備 

・食堂、機能訓練室：３㎡以上×利用定員 
・静養室、相談室、事務室 
・消火・防災設備、その他必要な設備、備品 
 
※利用定員については、通所介護と現行相当
サービスの対象となる利用者との合算で利用
定員を定める。 

○設備 

・同左 
 
 
 

※通所型Ａの利用定員については、別に設
定する必要あり。 

○設備 

・サービス提供に必要な場所： ２．５㎡以上×利用
員 
・その他必要な設備、備品（消防法等で必要な
設備は必須） 
 

○運営 

①個別サービス計画の作成 
②運営規定等の説明と同意 
③提供拒否の禁止 
④介護職員の清潔の保持と健康状態の管理 
⑤秘密保持 
⑥事故発生時の対応 
⑦廃止、休止の届出と便宜の提供 

○運営 

・同左 

○運営 
①必要に応じて個別サービス計画の作成。 

②同左 
③同左 
④従事者の清潔の保持と健康状態の管理 
⑤同左 
⑥同左 
⑦同左 

○利用者負担 

・１割負担（一定以上の所得者は２割負担） 

○利用者負担 

・同左 

○利用者負担 

・同左 

○限度額管理 

・支給限度額管理の対象 

○限度額管理 

・同左 
 

○限度額管理 
・同左 
 

○給付費支払 

・給付費の審査、支払は国保連に委託 

○給付費支払 

・同左 
 

○給付費支払 
・同左 

○備考 

・必ずしも場所を分ける必要はなく、プログラ
ム内容は区分する等、要介護者の処遇に影
響がないように配慮 24 



 通所型サービス（単価） 

種別 
介護予防通所介護  通所型サービスA  

現行相当サービス 基準緩和サービス 

単価 

(月額包括報酬） 
現行相当サービス（Ⅰ） 
対象者：要支援１、事業対象者 
 
現行相当サービス（Ⅱ） 
対象者：要支援２、事業対象者 

 
 1,647単位／月 
 
 
 3,377単位／月 
 
 

（出来高報酬） 
通所型サービスＡ（Ⅰ） 
 ※週１回程度利用…月5回まで 
   対象者：要支援１、事業対象者 
通所型サービスＡ（Ⅱ） 
 ※週２回程度利用…月10回まで 
   対象者：要支援１、事業対象者 

 
 329単位／回 
 
 
  337単位／回 
 

加算 
減算 

運動器機能向上加算 
 
若年性認知症加算 
 
生活機能向上グループ活動加算 
 
栄養改善加算 
 
口腔機能向上加算 
 
選択的サービス複数実施加算（Ⅰ・Ⅱ） 
 
事業所評価加算 
 
サービス提供体制強化加算（Ⅰ・Ⅱ） 
 
介護職員処遇改善加算 
 
同一建物減算（事業対象者・要支援1、2） 
 
定員超過時の減算 
 
看護・介護職員の欠員時の減算 

 225単位／月 
 
 240単位／月 
 
 100単位／月 
 
 150単位／月 
 
 150単位／月 
 
 480・700単位／月 
 
 120単位／月 
 
 24～144単位／月 
 
 単位数×一定割合 
 
 -376・-452単位／月 
 
 単位数×70/100 
 
 単位数×70/100 

運動器機能向上加算 
 
若年性認知症加算 
 
生活機能向上グループ活動加算 
 
栄養改善加算 
 
口腔機能向上加算 
 
選択的サービス複数実施加算（Ⅰ・Ⅱ） 
 
事業所評価加算 
 
サービス提供体制強化加算（Ⅰ・Ⅱ） 
 
介護職員処遇改善加算 
 
同一建物減算（事業対象者・要支援1、2） 
 
定員超過の減算 
 
看護・介護職員の欠員時の減算 

 同左 
 
  ― 
 
 同左 
 
 同左 
  
 同左 
 
 同左 
 
 同左 
 
 同左 
 
 同左 
 
 -94単位／回 
 
  同左 
 
 同左 

１単位当
たり単価 

 １単位＝１０円 同左 25 



 各サービスの併用について 
      

 

 
 
 
 
 
 

介護給付 総合事業 

予防 通所型 訪問型 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

デ
イ
ケ
ア 

（要
支
援
１
・２
） 

現
行
相
当
サ
ー
ビ
ス 

Ａ
（基
準
緩
和
型
サ
ー
ビ
ス
） 

Ｃ
（短
期
集
中
サ
ー
ビ
ス
） 

現
行
相
当
サ
ー
ビ
ス 

 

Ａ
（基
準
緩
和
型
サ
ー
ビ
ス
） 

Ｃ
（短
期
集
中
サ
ー
ビ
ス
） 

介護給付 予防 １ デイケア（要支援1・2) × × × ○ ○ × 

総合事業 

通所型 

２ 現行相当サービス × 
 
 

× × ○ ○ × 

３ Ａ（基準緩和型サービス） × × △ ○ ○ △ 

４ Ｃ（短期集中サービス） × × △ ○ ○ ○ 

訪問型 

５ 現行相当サービス ○ ○ ○ ○ × ○ 

６ Ａ（基準緩和型サービス） ○ ○ ○ ○ × ○ 

７ Ｃ（短期集中サービス） × × ○ ○ ○ ○ 

26 

※原則として、サービス内容が重複する複数のサービス（現行相当サービスと基準緩和型サービス）を同時利用できない。 
 
※△・・・通所型サービス事業所が加算（運行器機能向上加算）を算定しない場合や利用者が特別必要な場合に限り、 
       通所型サービスＡとサービスＣとの併用が可能となる。 

追加で利用するサービス 

主として利用するサービス 



訪問型・通所型サービスの指定について 

 種別 

 
①介護予防訪問介護・介護予防通所介護  

現行相当サービス 
 

②訪問型・通所型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指定申請の要否 
 
 
 
 
 
 

○平成27年3月31日までに介護予防訪問介護事業所又
は介護予防通所介護事業所の指定を受けている事業所 

 
町への指定申請は不要 

（みなし指定） 
 

有効期間：平成２７年４月１日から 
平成３０年３月３１日まで 
 
※その後は、指定更新手続きは必要 
 （町へ申請が必要。他自治体の被保険者が利用する
場合、当該保険者にも申請が必要。） 
※みなし指定の効力は全国の市町村に及ぶ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

町への指定申請が必要 
  

 

○平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護事業所又は
介護予防通所介護事業所の指定を受けた事業所 
 
           町への指定申請が必要 
 
 

27 



事業費算定に係る体制等に関する届出（加算算定用）・ 
介護職員処遇改善加算の届出について 

 種別 

 
①介護予防訪問介護・介護予防通所介護  

現行相当サービス 
 

②訪問型・通所型サービスＡ 
（緩和した基準によるサービス） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

届出の要否 
 
 
 
 
 
 

 

○平成27年3月31日までに介護予防訪問介護事業所又
は介護予防通所介護事業所の指定を受け、県へ届出を
している事業所 
 
 
           町への届出は不要 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

町への届出が必要 
 
 

 

○平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護事業所又は
介護予防通所介護事業所の指定を受けた事業所。また
は、みなし指定の事業者が平成27年4月1日以降に届出
を行う場合。 
 
 
           町への届出が必要 
 
 
 

28 



 総合事業対象者の区分支給限度額について 

29 

・総合事業における事業対象者の支給限度額は、予防給付の要支援１の限度額（５，００３単位）とする。 
 

※利用者の状態（退院直後で集中的にサービス利用をすることが自立支援につながると考えられるケースな
ど）によっては、予防給付の要支援１の限度額を超えることも可能であるが、その場合であっても、上限は要支
援２の限度額を超えることはないものとする。 

 
 
 

利用者区分 支給限度額 サービス利用パターン ケアマネジメント費 

事業対象者 

 
５，００３単位 

 
※例外的に10,473単位まで 

 

総合事業のみ 介護予防ケアマネジメント費 

要支援１ ５，００３単位 

予防給付のみ 
介護予防支援費 

予防給付＋総合事業 

総合事業のみ 介護予防ケアマネジメント費 

要支援２ １０，４７３単位 

予防給付のみ 介護予防支援費 
 予防給付＋総合事業 

総合事業のみ 介護予防ケアマネジメント費 

※ 訪問型サービスＣ及び通所型サービスＣは、限度額管理に含まれません。 

 

 



 総合事業サービス利用の流れ （補則） 
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要介護認定

非該当 要支援１、２ 要介護１～５

利用者

相談窓口

※明らかに介護予

防・生活支援サー

ビス事業の対象外
と判断できる場合

要介護認定の申請が必要な方

認定調査非該当
サービス事業

対象者
医師の意見書

受付シート

基本チェックリスト

①、②

介護予防サービス計画介護予防ケアマネジメント 居宅サービス計画

③ ④ ⑤

個別地域ケア会議

①、②、③ ④

① ②

① ⑤

個別地域ケア会議

総　合　事　業 予 防 給 付 介　護　給　付

一般介護予防事業 介護予防・生活支援
サービス事業

介護予防サービス
地域密着型介護予防
サービス

居宅サービス
地域密着型サービス

施設サービス



 総合事業サービス利用の流れ 受付シート 
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１．現在、介護認定を受けていますか。

　　□　受けている 【 要支援（　　　　）　　要介護（　　　　） 】

　　□　受けていない

２．窓口に相談に来られた理由は何ですか。

　　□　医療機関（医師）に勧められた

　　□　家族が心配して・友人等に勧められて

　　□　足腰が弱くなってきたから

　　□　使いたいサービスがある

　　□　その他

３．生活状況について

　　□　歩行（歩ける）

　　□　更衣（着替えができる）

　　□　清潔（一人でお風呂に入れる）

　　□　食事（一人で食事ができる）

　　□　日常生活に支障がある物忘れがある

４．使いたいサービス等がありますか。

★

※注意 ★

質問２～３の回答がすべて①で ★

あり、質問４★の回答が②の場 ★

合は、総合事業についてご理解 ★

いただいた上で①へ。 ★ 　施設入所

　福祉用具

　　　短期入所生活介護（ショ ートステイ ）

　住宅改修

　訪問介護（ホームヘルプ） 　通所リハビリ（デイケア）

　通所介護（デイサービス） 　訪問看護

　できる 　できない

　できる 　できない

　なし 　ある

　できる　・　一部助けが必要 　できない

※①と②の両方に該当した場合は②へ

　外来通院中 　入院中

　できる　・　つかまれば可 　できない



 総合事業サービス利用の流れ 基本チェックリスト 
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  № 質 問 項 目 
いずれかに○を 
おつけ下さい 

生
活
全
般 

1 バスや電車で１人で外出していますか 0. はい 1. いいえ 

2 日用品の買い物をしていますか 0. はい 1. いいえ 

3 預貯金の出し入れをしていますか 0. はい 1. いいえ 

4 友人の家を訪ねていますか 0. はい 1. いいえ 

5 家族や友人の相談にのっていますか 0. はい 1. いいえ 

運
動
器
関
係 

6 階段を手すりや壁をつたわらずに立ち上がっていますか 0. はい 1. いいえ 

7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 0. はい 1. いいえ 

8 １５分くらい続けて歩いていますか 0. はい 1. いいえ 

9 この１年間に転んだことがありますか 0. はい 1. いいえ 

10 転倒に対する不安は大きいですか 0. はい 1. いいえ 

栄
養
関
係 

11 ６ヶ月で２～３kg以上の体重減少がありましたか 0. はい 1. いいえ 

12 
BMIが１８．５未満である    ※BMI＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m） 

0. はい 1. いいえ 
①身長：     cm   ②体重：     kg   ③BMI： 

口
腔
機
能 

13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 0. はい 1. いいえ 

14 お茶や汁物等でむせることがありますか 0. はい 1. いいえ 

15 口の渇きが気になりますか 0. はい 1. いいえ 

閉
じ
こ

も
り 

16 週に１回以上は外出していますか 0. はい 1. いいえ 

17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか 0. はい 1. いいえ 

認
知
症 

18 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われますか 0. はい 1. いいえ 

19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 0. はい 1. いいえ 

20 今日が何月何日か分からない時がありますか 0. はい 1. いいえ 

う
つ
関
係 

21 （ここ２週間）毎日の生活に充実感がない 0. はい 1. いいえ 

22 （ここ２週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった 0. はい 1. いいえ 

23 （ここ２週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる 0. はい 1. いいえ 

24 （ここ２週間）自分が役に立つ人間だと思えない 0. はい 1. いいえ 

25 （ここ２週間）わけもなく疲れたような感じがする 0. はい 1. いいえ 

←基本チェックリストを対面で実

施し、「事業対象者」（要支援相
当の者）と判定することで、認定
の手続きを経ずに、簡便・迅速に
総合事業のサービスを利用する
ことが可能になる。 

 この場合でも、要支援認定を受
けた場合と同様に、地域包括支
援センター等が実施するケアマ
ネジメントの過程で、必要なサー
ビスが決定される。 

○基本チェックリスト及び 
事業対象者に該当する基準 
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○事業対象者にかかる被保険者証のイメージ 

 
 
 

① 事業対象者 

② 平成○年○月○日 

③ 

④ 5,003単位 ⑤ 地域包括支援センター 

※①要介護状態：「事業対象者」 
   ②認定年月日：基本チェックリスト実施日 
   ③認定の有効期間：記載しない 
   ④単位数：5,003単位  ※例外的に10,473単位 
   ⑤居宅介護支援事業者：地域包括支援センター 



 総合事業の請求について 
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○国保連合会へ審査支払業務を委託した場合の事務処理の流れ 

 
 
 

 （１）利用者が総合事業のみを利用する場合 

 
 

 ※総合事業指定事業所用サービスコード表等については、別途案内します。 

 
 



 総合事業の請求について 
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○国保連合会へ審査支払業務を委託した場合の事務処理の流れ 

 
 
 

 （２）利用者が予防給付と総合事業を利用する場合 

 
 



 事業者と利用者の契約など 
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○現在の予防給付等と同様に、事業者は利用者に対して重要事項を記した文書を交
付して説明を行い、利用者の同意を得た上で、サービス提供が開始。 

 
 
 

 利用者 契約書 重要事項説明書 

 既利用者（要支援者） ※1 再契約 （再）同意 

新規（要支援者・事業対象者） 新規契約 同意 

※1 既利用者（要支援者）とは、平成２９年３月以前より予防給付（例：訪問介護）を利用していて、要支援認定
更新後に総合事業を利用する場合をいう。 

 
 
 
 

○契約書・重要事項説明書の取り交わすタイミング  ※1  既利用者を想定 
 

  平成２９年４月以降、訪問介護、通所介護を利用する要支援認定者の方は、更新の
介護認定で要支援となった場合は、随時再契約を取り交わす。（予防給付から総合事
業へ移行） 

 
 


